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第８  圧縮水素充塡設備設置給油取扱所の基準（規則第２７条の５）  

圧縮水素充塡設備設置給油取扱所の基準は、規則第２７条の５の規定によるほか、

平成２７年６月５日消防危第１２３号「圧縮水素充塡設備設置給油取扱所の技術上

の基準に係る運用上の指針について」及び平成２４年５月２３日消防危第１４０号

「危険物から水素を製造するための改質装置の遠隔監視に必要な安全対策につい

て」によること。  

 


